
企画競争実施の公告 

 

企画競争の実施を開催しますので、参加希望者は独立行政法人自動車事故対策機構 安全

指導部へお申込みください。 

 

１．業務概要 

（１）件  名 第１８回「ナスバ安全マネジメントセミナー」(以下、「本セミナー」という。)

開催に係る運営支援業務 

（２）内  容 毎年秋に開催している「ナスバ安全マネジメントセミナー」について、第 18 

回の開催に必要となる運営支援業務であって、本セミナー参加希望者からの 

問い合わせ対応や申込状況管理等の業務とする。 

        また、本セミナーが効率的かつ効果的な開催となるよう、参加者の最大化に

資する広報業務や会場での参加者対応等の業務について、主体的かつ多面

的に実施することとする。 

（３）契約期間 契約日～令和８年３月３１日 

 

２．企画競争に参加する者に必要な資格等に関する事項 

（１）独立行政法人自動車事故対策機構契約事務細則第２３条の規定に該当しない者であるこ

と。 

（２）企画提案書の提出時において、国の令和 07・08・09 年度の競争参加資格「役務の提供

等」を有していること。 

（３）国土交通省大臣官房会計課から指名停止等の措置を受けている期間中でないこと。 

（４）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履

行が確保できる者であること。 

（４）次の各事項を満足する者であること。 

① 過去 5年以内に同種・類似業務の実績を有すると認められること。 

② 当該業務を確実に執行するに足る経営資源を有すると認められること。 

③ JISQ15001 に準拠、または、プライバシーマーク（Ｐマーク）等の情報セキュリティ管

理に関する資格を有しており、これに準拠または同等の情報セキュリティ管理を実施し

ていること。 

④ 過去にナスバに対して金銭その他の損害を生じさせていないこと。 

⑤ 過去に本セミナーの運営支援等の業務をナスバから受託したことがあるものにあって

は、文章等の指導を受けたことのない者。 

 

３．企画競争手続きに関する事項 

（１）担当部署 

〒１３０－００１３ 

東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階 

独立行政法人自動車事故対策機構 安全指導部（担当：三好・佐々木） 

電話０３－５６０８－７６０８  アドレス jigyoubu@nasva.go.jp 

（２）企画提案書等の提出及び企画競争の参加申込期間 

    令和７年４月１５日（火）から令和７年５月７日（水）まで（土曜日、日曜日、祝日

を除く）の午前９時３０分から１７時まで。ただし、令和７年５月７日（水）は正午ま

で。上記（１）あて、持参又は郵送（期限までに必着）すること。 



（３）見積書及び企画提案書の内容説明（以下「プレゼンテーション」という。）実施の有無 

    企画提案書に係るプレゼンテーションは、令和７年５月２２日（木）１３時から、当

機構の会議室にて企画競争入札審査委員が出席して実施することとしている。 

 

プレゼンテーション開始時間等具体的な内容は別途連絡するが、企画提案書提出者の

プレゼンテーション持ち時間は３０分程度（質疑応答含む。）を予定している。 

（４）審査結果は令和７年５月２７日（火）までに通知する。 

 

４．その他留意事項 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者側の負担とする。 

（３）提出された企画提案書、審査内容については公表しない。 

（４）参加希望者が多数の場合には、事前の書面審査によりプレゼン実施者を選抜することが

ある。 

（５）採用された場合には、当機構と十分協議を行いながら制作を進めることとする。なお、

採用された企画については変更・修正する場合がある。 

（６）採用された提案は、企画競争実施の結果、最適なものとして特定したものであるが、当

機構の会計規程等に基づく契約手続きの完了までは、当機構との契約関係を生じるもので

はない。 

（７）提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効とすると共に、記載を行った提

案者に対して以後の企画競争への参加停止を行うことがある。 

（８）契約により制作された全ての創作物に係る著作権等一切の権利は、当機構に帰属するも

のであること。 

（９）特定された提案内容については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」

（平成１３年法律第１４０号）において、当機構が取得した文書について、開示請求者か

らの開示請求があった場合は、当該特定された者の権利や競争上の地位等を害する恐れが

ないものについては、開示対象となる場合がある。 

（10）企画競争参加希望者は２．(２)の資格審査結果通知書を上記３．（２）の企画競争参加

申込に際して提出する必要がある。 

（11）詳細は、企画競争仕様説明書による。 

 

 

令和７年４月１４日 

独立行政法人 

自動車事故対策機構 

理事  池田 隆 
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企画競争仕様説明書 

 

１．件名 

  第 18 回「ナスバ安全マネジメントセミナー」開催に係る運営支援業務(以下、「本事業」

という。) 

   

２．業務概要 

  独立行政法人自動車事故対策機構（以下、「ナスバ」という。）では、自動車運送事業者

の方々に、運輸安全マネジメントについて一層の理解を深め事故防止を図っていただく

ことを目的として、2006 年 11 月に初めて「ナスバ安全マネジメントセミナー」（以下、

「本セミナー」という。）を開催して以降、毎年秋に開催し大勢の方々にご来場いただい

ており、2025 年度においても、さらなる事故防止に向けた取組みとして、本セミナー

を開催することとしている。 

「第 18 回ナスバ安全マネジメントセミナー」を開催するにあたり、以下の業務につい

て、ナスバと相談しながら検討・実施する。 

 （１）本セミナーの参加者数が最大となる効果的な広報手段等の検討及び提案・実施 

（２）本セミナー開催当日までの業務スケジュールの検討及び確実な実施 

（３）本セミナー開催当日の円滑な進行に向けた体制の整備や運営方法等の検討及び提

案・実施 

（４）本事業の効果測定及び本事業の確実な実施に足りる仕様の特定 

  ※本企画競争の結果、落札するに至ったもの(以下、「受注者」という。)は契約期間中、

ナスバ監督職員との一元的な窓口として業務統括責任者を配置し、常に業務全体（業

務のスケジュール、内容及び進捗等）について管理を行うとともに、ナスバ監督職員

等との各打合せには必ず参加しその内容を報告すること。 

なお、業務統括責任者は、ナスバ監督職員からの問い合わせ及び指示があった際に

は、迅速に回答をするなどの対応を行い、定期的に作業の進捗状況を報告すること。 

 

３．企画競争参加資格 

 （１）独立行政法人自動車事故対策機構契約事務細則第２３条の規定に該当しない者であ

ること。 

（２）企画提案書の提出時において、国の令和 07・08・09 年度の競争参加資格(「役

務の提供等」についてであって、以下、「競争参加資格」という。)を有していること。 

（３）国土交通省大臣官房会計課から指名停止等の措置を受けている期間中でないこと。 

（４）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約

の履行が確保できる者であること。 

（５）次の各事項を満足する者であること。 

 ① 過去 5 年以内に同種・類似業務の実績を有すると認められること。 

futakuchi-honoka
鉛筆
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 ② 当該業務を確実に執行するに足る経営資源を有すると認められること。 

 ③ JISQ15001 に準拠、または、プライバシーマーク（Ｐマーク）等の情報セキ

ュリティ管理に関する資格を有しており、これに準拠または同等の情報セキュリ

ティ管理を実施していること。 

   ④ 過去にナスバに対して金銭その他の損害を生じさせていないこと。 

⑤ 過去に本セミナーの運営支援等の業務をナスバから受託したことがあるものに

あっては、文章等の指導を受けたことのない者。 

 

４．契約不適合 

   ナスバは、本業務を完了した日から起算して 1 年以内に、本業務に種類、品質又は

数量に関して契約の内容に適合しないものを発見し、受注者に対してその旨を通知し

たときは、受注者の負担においてその契約不適合の補修、代品との交換又は不足分の引

き渡しによる履行の追完を請求することができる。また、前述の各請求とともに、又は

これに代えて損害賠償を請求することができる。 

 

５．個人情報保護法に関する事項 

   受注者は、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」又は、当該法

律を遵守するために受注者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、

個人情報を取り扱うこと。 

 

６．第三者への請負、著作権等 

（１）受注者は、本業務の全部を一括して又は主たる部分を請負等により第三者に実施さ

せてはならない。ただし、次の場合においてはこの限りではない。 

①受注者が、書面により請負等を受ける業者の名前・住所・請負等の業務の範囲・請

負等の必要性・請負等の金額等を事前に機構へ申請し、その承諾を受けた場合。な

お請負等の内容を変更しようとする場合も同様とする。 

②受注者が、コピー・ワープロ・印刷・製本・トレース・資料整理・計算処理・翻訳 

・参考書籍等の購入・消耗品購入・会場借上等の軽微な業務を請負等しようとする

場合。 

 （２）上記に基づき、第三者に業務を請負等する場合は、本仕様書に従いその者に対し、 

秘密の保持及び情報セキュリティの確保を同様に請負契約等において課すこと。 

 （３）受注者が上記（１）に基づき第三者に請負等する場合においては、請負等を受けた 

第三者が更にその業務の一部を請負等する等複数の段階で請負等が行われるときは、

予め当該複数段階の請負等を受ける業者の名称・住所・請負等の業務の範囲を記載し

た書面（履行体制に関する書面）を機構に提出しなければならない。当該書面の内容

を変更しようとする場合も同様とする。 

（４）受注者が上記（１）に基づき第三者に業務を請負等する場合において、これに伴う 

第三者の行為については、その責任を受注者が負うものとする。なお、再々請負等の
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場合も同様とする。 

（５）成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権（以下

「著作権等」という。）は、当機構が保有するものとする。 

（６）受注者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使し

ないものとする。 

（７）成果物に含まれる受注者又は第三者が権利を有する著作物等（以下「既存著作物」

という。）の著作権等は、個々の著作者に帰属するものとする。 

（８）本業務の実施に必要となる工業所有権及び著作権等については、全ての受注者の責

任において当該工業所有権及び著作権等の使用に必要な費用を負担し、使用承諾等

に係る一切の手続きを行うこと。 

（９）受注者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使し

ないものとする。 

（10）本書に基づく作業に関し、第三者との間に著作物に係る権利侵害の紛争等が生じ

た場合は、当該紛争の原因が専ら機構の責めに帰す場合を除き、受注者の責任と負担

において一切の処理をすること。 

（11）納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合は、受注者が当該既存著作物の

使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うものとする。

なお、第三者との間で発生した著作権その他財産権等に関する手続きや使用権料、俳

優の出演料等の責任と負担は、全て受注者が負うこと。 

 

７．契約、納入成果物等 

（１）具体的な契約内容については、特定された企画提案書を基に選定後、調整する。 

（２）納入成果物及び納入場所は、以下のとおりとする。 

   ２．（４）の効果測定結果報告書（A4 版、簡易製本）10 部 

  ※電子データの提出についてはデータ容量を踏まえ、ナスバと相談の上決定する。 

    ※納入先：独立行政法人自動車事故対策機構 安全指導部 

東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階 

 （３）契約期間 

契約日～令和 8 年３月３１日（火）まで 

 

８．企画提案書等の提出及び制限事項等 

（１）企画提案書等の提出期限及び提出場所 

   提出期限：令和７年５月７日（水）１２時 

   提出場所：〒130-0013 

        東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階 

        独立行政法人自動車事故対策機構 安全指導部（担当：三好・佐々木） 

        電話：03-5608-7608 メール：jigyoubu@nasva.go.jp 

（２）提出方法 
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   企画競争参加申込書（様式１）及び競争参加資格の審査結果通知書の写しを添えて、

持参又は郵送すること。 

   なお、郵送の場合は書留郵便とし、提出期限までに必着するように送付すること。 

（３）制限事項 

  ①提出期限までに到達しなかった企画提案書は、理由の如何を問わず無効とする。 

  ②企画提案書の差し替え及び再提出は、原則として認めない。また、審査の結果、採用

された後の企画提案書の記載内容変更も原則として認めない。 

  ③企画提案書には提案者の名称等を認識できる情報を含めないこと。 

 

９．企画競争参加者が提出する書面 

（１）企画競争参加申込書（様式１）                  １部 

（２）企画提案書（仕様は任意とする）                １０部 

 （３）作業スケジュール表及び作業手順がわかる実施体制を記載した書面 

    ※配置人員等なるべく詳細に記載すること            １０部 

（４）見積書及び見積明細書（押印１枚、他は写しで可）        １０部 

（５）会社概要                                                     １０部 

（６）過去５年以内における同種・類似の業務実績           １０部 

（７）担当者氏名、役職、連絡先（電話番号・携帯番号 

・FAX 番号、E-mail）を記載した書面               １部 

（８）ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況（様式２）  1 部 

 

 

10．企画提案内容の審査 

（１）審査の実施 

  ・提出された企画書の内容は、令和７年５月２２日（木）にプレゼンテーションによる

審査を行う。 

  ・なお、参加申込事業者が４社を超える場合には、審査に先立ちナスバにおいて書類審

査を行い、上位４社を選出のうえ、審査を行うこととする。 

（２）審査結果の通知 

  ・審査により企画提案書を特定したときは、その企画提案書を提出した参加申込事業者

に対して、令和７年５月２７日（火）までに書面等により通知する。 

  ・特定されなかった参加申込事業者にもその旨の通知を行う。 

  ・企画提案書を特定された者においては、提案内容を具体的に反映した仕様書（案）を

作成することとする。 

 

11．審査項目等 

（１）審査項目 

  審査は、次の各項目について総合的に行う。 
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① 企画提案者の能力 

・本セミナーの開催目的等の理解 

・業務統括責任者のマネジメント経験 

・過去５年間における同種・類似の業務実績 

・提案内容の積極性・妥当性 

 ②実施体制・実施フロー・工程表 

   ・実施体制の的確性 

   ・実施フローの的確性 

   ・セミナー開催当日までの工程表の的確性・妥当性 

  ③セミナー開催に向けた企画提案 

   ・提案の網羅性 

   ・提案の有益性・的確性 

   ・提案の実現性・効果 

  ④セミナー参加者最大化に向けた企画提案 

   ・主たる周知対象者の的確性 

   ・周知方法及びその内容の積極性・有益性 

   ・実施方法の的確性 

⑤参考見積 

   ・業務規模と参考見積の整合性 

  ⑥ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況 

（２）採点方法 

（１）の審査項目 1 については３段階評価（0～５点）、項目２については 4 段階評価

（０～10 点）、項目３については４又は５段階評価（０～20 点）、４項目については

2 段階評価（０～10 点）、項目 5 については 5 段階評価（1～5 点）とし、合計 114

点満点とする。 

（３） 特定方法 

・（２）による採点の結果、合計点が５７点（約 1/２以下）に満たない者の提案は無効

とする。 

・提案者のうち、最高得点者の提案書を特定する。ただし、最高得点者が複数いる場合

には、全審査員の多数決により特定する。 

 

1２．質問の受付期間・方法等 

（１）受付期間 

   令和７年４月３０日（水）１７時まで 

（２）提出方法 

   質問書の提出は、所定の様式により８．（１）あてメールに限る。上記期限までに質

問書の提出がない場合、質問はないものとみなす。 

（３）回答方法 
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  回答については、令和７年５月２日（金）１７時までにメールにて回答する。 

（４）その他 

  各審査項目の配点に関する質問には回答しない。 

 

1３．予算額 

 本調達にかかる予算は 10,000 千円（税込）を上限とする。 

 

1４.その他一般共通事項 

（１）関係法令を遵守すること。 

（２）見積額は、すべて消費税込で計上すること。 

（３）契約金額については、提案された見積書の範囲内において精査のうえ、調整を行う

ことがある。 

（４）本調達に関する全てにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。 

（５）本仕様説明書は標記業務の大要を示すもので、参加者は、本仕様説明書に疑義が生

じた場合、本仕様説明書により難い事由が生じた場合及び本仕様説明書に記載のない

事項については、直ちに機構と協議のうえ、解決に向け両者とも最善の努力を行うも

のとし、独自の解釈によって行うことがないよう十分に注意すること。 

（６）受注者は、機構との協議の結果を協議の都度作成し、文書あるいは電子メール等に

て７日以内に提出し、機構の承認を得ること。 

（７）受注者は、業務を統括する統括責任者を選任し、監督職員と密接な連絡を保ち、業

務が円滑に行えるよう従事者に適切な指示監督を行うこと。必要に応じ、当機構職員

から本件に係る現場従事者に対して実務作業について指示を直接行うことができる

ものとする。 

（８）受注者は、納品物の印刷にあたり、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（最

新版）（以下「基本方針」という。）の「（１）品目及び判断の基準等」の要件を満たす

こと。この場合において、使用する用紙については、「古紙リサイクル適性ランクリス

ト（基本方針 22-2 の表 1）」における A ランク資材のみを使用すること。 

（９）納入物に瑕疵があった場合は、受注者の責任において処置を講ずるものとする。 

（1０）独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成２２年１２月７日閣議決定）

を踏まえ、当機構の OB の再就職に係る情報及び当機構との取引に関わる情報を公開

する必要がある為、落札事業者は情報提供に協力するものとする。 

 

15. 監督職員 

独立行政法人自動車事故対策機構 安全指導部チーフ 佐々木 裕也 





 



（様式１）

件名：

会 社 名

電 話 番 号

注： 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しとともに提出すること。

企画競争参加申込書

第18回「ナスバ安全マネジメントセミナー」開催に係る運営支援業務

氏　　　　　名



 



（様式２） 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況 

会社名                                               

 

※ １～３の全項目について、該当するものに○を付けること。 

※ それぞれ、該当することを証明する書類（認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・ 

変更届（都道府県労働局の受領印付）の写し）を添付すること。 

※ 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第２条に規定する 

同要領の対象となる外国法人については、それぞれ、該当することを証明する書類（内閣府男女 

共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し）を添付すること。 

 

１．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 

 

○ 第１２条に基づく認定（プラチナえるぼし認定）を取得している。                  

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ 第９条に基づく認定（えるぼし認定）の３段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目

３：労働時間等の働き方」の基準を満たしている。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ ２段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目３：労働時間等の働き方」の基準を満た

している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ １段階目の認定を取得しており、かつ「評価項目３：労働時間等の働き方」の基準を満た

している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ 一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届出をしており、 

かつ、常時雇用する労働者が 100 人以下である。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

２．次世代育成支援対策推進法に基づく認定 

 

○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。                 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ 「くるみん認定」（令和 4 年 4 月 1 日以降の基準）を取得している。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

○ 「くるみん認定」（平成 29 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日までの基準）を取得してい

る。                                                       

【 該当 ・ 該当しない 】 

〇「トライくるみん認定」を取得している。                

  【 該当 ・ 該当しない 】 

 

〇「くるみん（平成 29 年 3 月 31 日までの基準）を取得している。  【 該当 ・ 該当しない 】 



（様式２） 

３．若者雇用促進法に基づく認定 

 

○ 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定）を取得している。 

  【 該当 ・ 該当しない 】 



独立行政法人自動車事故対策機構　企画・広報部あて

件名：

会社名：

担当者名：

ＦＡＸ番号：

電話番号：

回　　答

質　　問　　書

第18回「ナスバ安全マネジメントセミナー」開催に係る運営支援業務

質問事項


